
 

次のとおり一般競争入札に付する。なお、本公告は入札説明書を兼ねる。 

 

令和４年７月４日 

         熊本県花粉交配用ミツバチ対策協議会 会長 西岡 千年 

 

１ 競争入札に付する事項 

（１）調達物品 

   調査用種蜂 ５１群 

（２）調達物品に係る発注・入札・契約担当 

   熊本県花粉交配用ミツバチ対策協議会事務局 

   熊本県農林水産部生産経営局農産園芸課内（熊本県庁行政棟本館９階） 

   〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺６丁目１８番１号 

   電話番号：096-333-2392 ＦＡＸ番号：096-385-4334 

（３）調達物品の仕様等 

   調査用種蜂の仕様書（以下、「仕様書」という。）による。 

（４）業務期間 

   契約締結の日から令和４年９月３０日（金） 

（５）納品場所 

   西岡養蜂園  熊本県八代市谷岡町谷川５６７－１ 

（６）入札方式 

   一般競争入札とし、書面による入札を行う。入札当日、入札に参加でき 

  ない者は、代理人による入札（委任状持参）または書留郵便をもって提出 

  することができる。郵便で提出する際は、二重封筒とし、表封筒に「入札 

  書在中」及び「親展」と、朱書きし、中封筒に入札業務名及び入札日時を 

  記載し、契約担当者あてに提出する。入札書は、入札日の前日までに到着 

  しないものは、無効とする。 

（７）入札金額 

  入札金額は、本事業に要する費用の総額とする。落札決定にあたっては、

入札金額に当該金額の 100分の 10に相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札

金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者である

か免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の 100に

相当する金額により入札すること。 

（８）仕様書に特段定めがない事項については、熊本県競争契約入札心得（昭

和３９年熊本県告示第４２０号）の規定を適用する。 

（９）最低制限価格の設定 

 この入札は、最低制限価格を設けない。 

 



２ 入札参加のための確認申請 

（１）提出書類 

   この入札に参加を希望する者は、別記様式第１号による指名停止等に関 

  する申立書及び別記様式第２号による競争入札参加資格確認申請書を提出 

  すること。 

（２）提出方法 

   郵便（書留郵便に限る）又は持参により提出すること。 

（３）提出期限 

   令和４年７月１５日（金）午後５時 

（４）提出先 

   １（２）の担当者 

 

３ 入札手続き等 

（１）入札仕様等に対する質問の受付時間 

   １（２）の事務局において、公告の日から令和３年７月１５日（金） 

  午後５時まで受け付ける。 

（２）仕様書及び入札に関する質問に対する回答の閲覧並びに入札書等の様式 

  及び入札説明書の取得 

   １（２）の事務局での公示及び構成員のＨＰにおいて、公告の日から  

令和４年７月２０日（水）午前１０時まで行う。 

（３）入札期日等 

   令和４年７月２２日（金）午後１時に西岡養蜂園（熊本県八代市谷岡町

谷川５６７－１）にて行う。 

（４）入札の回数及び再入札の日程等 

   入札回数は２回までとする。１回目の開札後に落札者が決定しない場合 

  は、再入札を行うものとし、その場合には、再入札の通知を受けたときか 

  ら再入札通知書に掲げる日時までに再入札を行うこと。なお、再入札の受 

  付締切り日時までに再入札を行わなかった者は、再入札を事態したものと 

  みなす。 

（６）入札の無効 

   次のアからウまでのいずれかに該当する入札は無効とし、既に行った入 

  札の引換え、変更及び取り消しをすることはできない。また、落札者が無 

  効の入札を行ったことが判明した場合は、その落札の決定を取り消すもの 

  とする。 

  ア 熊本県競争契約入札心得第８条各号（第３号を除く）のいずれかに該   

    当する入札 

  イ 民法（明治２９年法律第８９号）第９５条の錯誤による入札であると 

    入札執行者が認めた入札 

  ウ 入札用紙に入札金額等必要な事項が記載されていない入札 



 

（７）入札の中止等 

   開札後、熊本県会計規則（昭和６０年熊本県規則第１１号）第８９条の 

  規定により作成された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を 

  行った者を落札者とする。この場合において、落札者となるべき同価の入 

  札をした者が２名以上あるときは、開札時にくじを実施し、落札者を決定   

  する。 

 

４ 契約について 

（１）契約書の作成の要否 

    要 

（２）契約締結期間 

    落札者決定の日から起算して１０日（熊本県の休日を定める条例（平 

   成元年熊本県条例第１０号）第１条第１項各号に掲げる日の日数は、算 

   入しない。）を経過した日。 

（３）落札者からの契約締結の申出期限 

 落札者の決定の日から起算して５日（熊本県の休日を定める条例（平 

成元年熊本県条例第１０号）第１条第１項各号に掲げる日の日数は、算 

入しない。）を経過した日。 

 

５ その他 

   入札、契約等の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本 

  国通貨とする。 

 

６ 問合せ 

（１）問合せ先 

   熊本県花粉交配用ミツバチ対策協議会事務局 

   （熊本県農林水産部生産経営局農産園芸課内） 

   電話番号：096-333-2392 ＦＡＸ番号：096-385-4334 

（２）受付時間 

   午前８時３０分から午後５時１５分まで（土日祝を除く） 

 


